
●
問
い
合
わ
せ
先

◇
生
活
安
全
課

　
　
☎（
５
８
０
）１
８
９
７

◇
春
日
警
察
署

　
　
☎（
５
８
０
）０
１
１
０ 「みまもっち」

　
令
和
４
年
中
の
市
内
の
性
犯
罪
発
生

認
知
件
数
は
４
件
で
、
前
年
の
性
犯
罪

発
生
認
知
件
数
よ
り
３
件
増
加
と
な
っ

て
い
ま
す
。
悪
質
・
卑
劣
な
性
犯
罪
が

皆
さ
ん
の
身
近
で
発
生
し
て
い
ま
す
。

性
犯
罪
の
発
生
状
況
（
令
和
４
年
中
）

●
い
つ
　
午
後
６
時
〜
翌
午
前
２
時
台

の
被
害
が
も
っ
と
も
多
い
。

●
ど
こ
で
　
道
路
上
・
中
構
造
住
宅
・

戸
建
住
宅
の
順
で
被
害
が
多
い
。

●
ど
ん
な
人
が
　
10
〜
20
歳
代
の
被
害

が
全
体
の
約
８
割
を
占
め
る
。
就

労
者
・
小
学
生
以
下
・
高
校
生
・

中
学
生
の
順
で
被
害
が
多
い
。

被
害
に
あ
わ
な
い
た
め
の
ポ
イ
ン
ト

●
屋
外
で
の
防
犯
ポ
イ
ン
ト

◇
人
通
り
の
多
い
道
や
明
る
い
道
を
選

ん
で
、
な
る
べ
く
複
数
人
で
行
動
し

ま
し
ょ
う
。

◇
周
囲
を
警
戒
し
ま
し
ょ
う
。
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
を
使
い
な
が
ら
、
イ
ヤ
ホ

ン
で
音
楽
を
聴
き
な
が
ら
な
ど
の「
な

が
ら
歩
き
」
は
、
周
囲
へ
の
警
戒
が

弱
ま
る
の
で
と
て
も
危
険
で
す
。

●
屋
内
で
の
防
犯
ポ
イ
ン
ト

◇
宅
配
な
ど
の
来
訪
者
に
対
し
て
は
、

ド
ア
に
ド
ア
チ
ェ
ー
ン
を
か
け
た
ま

ま
対
応
し
ま
し
ょ
う
。

◇
帰
宅
時
は
、
玄
関
の
カ
ギ
を
開
け
る

前
に
周
囲
を
確
認
し
て
、
家
の
中
に

入
っ
た
後
は
す
ぐ
に
玄
関
の
カ
ギ
を

閉
め
ま
し
ょ
う
。

◇
オ
ー
ト
ロ
ッ
ク
設
備
の
あ
る
マ
ン

シ
ョ
ン
や
高
層
階
で
も
玄
関
や
窓
に

カ
ギ
を
か
け
ま
し
ょ
う
。

●
Ｓ
Ｎ
Ｓ
利
用
時
の
防
犯
ポ
イ
ン
ト

マ
ッ
チ
ン
グ
ア
プ
リ
な
ど
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で

知
り
合
っ
た
相
手
か
ら
被
害
に
あ
う

ケ
ー
ス
が
増
加
し
て
い
ま
す
。

◇
一
人
で
会
わ
ず
、
複
数
人
で
会
い
、

２
人
き
り
に
な
る
環
境
を
作
ら
な
い

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

◇
一
度
流
出
し
た
画
像
は
、
回
収
不
可

能
で
す
。
危
険
性
を
十
分
認
識
し
て

掲
載
し
て
く
だ
さ
い
。

防
犯
ア
プ
リ
「
み
ま
も
っ
ち
」
の
活
用

　
防
犯
ア
プ
リ
「
み
ま
も
っ
ち
」
は
地
域

の
犯
罪
情
報
の
発
信
や
、
防
犯
の
ポ
イ
ン

ト
を
学
ぶ
機
能
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
が

あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
て
く

だ
さ
い
。
　

性
犯
罪
に
注
意
！

　
ご
み
の
不
法
投
棄
は
、
山
や
街
の
環
境

を
汚
し
、
他
人
に
大
き
な
迷
惑
を
か
け
る

犯
罪
で
す
。
市
で
は
警
察
と
連
携
を
取
り

な
が
ら
、
不
法
投
棄
者
の
調
査
を
し
て
い

ま
す
。

　
違
反
し
た
場
合
は
、
法
律
に
よ
り
５
年

以
下
の
懲
役
、
ま
た
は
１
０
０
０
万
円
以

下
の
罰
金
と
い
う
罰
則
が
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
ル
ー
ル
を
守
っ
て
正
し
く
ご
み
を

出
し
ま
し
ょ
う
。

●
問
い
合
わ
せ
先

◇
市
が
管
轄
す
る
道
路

建
設
管
理
課
管
理
担
当

　
　
　
　
☎（
５
８
０
）１
８
８
０

◇
市
が
管
轄
す
る
林
道

建
設
管
理
課
工
務
担
当

　
　
　
　
☎（
５
８
０
）１
８
８
１

◇
市
が
管
轄
す
る
山
林

産
業
振
興
課

☎（
５
８
０
）１
８
７
０

◇
ご
み
袋
に
入
っ
た
ご
み
・
そ
の
他

循
環
型
社
会
推
進
課
生
活
環
境
・

最
終
処
分
場
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
８
９

不
法
投
棄
は
犯
罪
で
す

　
人
権
擁
護
委
員
法
が
昭
和
24
年
６
月
１

日
に
施
行
さ
れ
た
こ
と
を
記
念
し
、
毎
年

６
月
１
日
を
「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」
と

し
て
、
全
国
一
斉
に
人
権
相
談
の
活
動
が

行
わ
れ
ま
す
。
市
で
も
特
設
相
談
所
を
開

設
し
ま
す
。

　
家
庭
内
の
も
め
ご
と
や
隣
近
所
と
の
ト

ラ
ブ
ル
、い
じ
め
や
差
別
な
ど
に
つ
い
て
、

気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
相
談
は
無

料
で
、
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

特
設
相
談
所
　

●
期
日
　
６
月
１
日
㈭

●
時
間
　
午
前
10
時
〜
午
後
３
時

●
会
場
　
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
福
岡
法
務
局
筑
紫
支
局
で
は
、
職
員
が

毎
日
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）、

人
権
擁
護
委
員
が
月
・
水
・
金
曜
日
に
相

談
を
受
け
て
い
ま
す
。

全
国
共
通
人
権
相
談
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０（
０
０
３
）１
１
０

※
定
例
の
人
権
相
談
を
広
報
「
大
野
城
」

の
毎
月
15
日
号
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

　
人
権
擁
護
委
員
は
、
全
て
の
人
の
人
権

が
正
し
く
守
ら
れ
る
よ
う
に
、
人
権
を
侵

害
さ
れ
た
人
の
救
済
や
人
権
相
談
の
他
、

人
権
尊
重
の
意
識
を
高
め
る
た
め
の
啓
発

活
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　●
問
い
合
わ
せ
先

◇
特
設
相
談
所
に
つ
い
て

福
岡
法
務
局
筑
紫
支
局
総
務
課

☎（
９
２
２
）２
８
８
１

◇
人
権
男
女
共
同
参
画
課

☎（
５
８
０
）１
８
４
０

６
月
１
日
は

人
権
擁
護
委
員
の
日

地区 住所 氏名

南
緑ケ丘

平野台

下大利

下大利団地

大城

大城

筒井

仲畑

井石　昭男

中村　恵子

前川由美子

吉本　光男

石丸　礼子

髙橋　光治

本多　桂子

澁田　秀美

　い せき　　　あき お

なか むら　　けい  こ

まえ かわ ゆ  み こ

よし もと　　みつ お

いし まる　　れい  こ

たか はし　　こう じ

ほん  だ　　 けい こ

  しぶた　　　ひでみ

中央

東

北

　
雑
草
が
伸
び
る
季
節
に
な
り
ま
し
た
。

空
き
家
の
庭
や
空
き
地
の
管
理
を
怠
る

と
、
雑
草
が
繁
茂
し
、
火
災
、
犯
罪
、
害

虫
な
ど
の
発
生
原
因
と
な
り
、
近
隣
住
民

の
迷
惑
に
も
な
り
ま
す
。

　
所
有
者
（
管
理
者
）
は
、
空
き
家
・
空

き
地
の
状
況
を
定
期
的
に
確
認
し
て
、
雑

草
や
ご
み
の
除
去
な
ど
、
清
潔
な
生
活
環

境
を
保
持
で
き
る
よ
う
、
適
正
な
管
理
に

努
め
て
く
だ
さ
い
。

老
朽
化
し
た
危
険
な
空
き
家
の
解
体
に

最
大
50
万
円
を
補
助
し
ま
す

●
対
象
と
な
る
建
物
　
以
下
の
要
件
を
全

て
満
た
す
も
の

◇
老
朽
化
し
た
危
険
な
建
物
で
使
用

さ
れ
て
い
な
い
空
き
家

◇
木
造
ま
た
は
軽
量
鉄
骨
造
で
居
住

用
の
建
物

◇
所
有
権
以
外
の
他
の
権
利
が
設
定

さ
れ
て
い
な
い
建
物
（
権
利
者
か

ら
承
諾
を
受
け
た
場
合
を
除
く
）

◇
賃
貸
借
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
な

い
建
物

◇
市
の
老
朽
危
険
度
判
定
基
準
の
評

定
１
０
０
点
以
上
の
建
物

●
対
象
者
　
建
物
の
所
有
者
・
相
続
人

※
次
の
人
は
対
象
外

◇
法
人
◇
暴
力
団
お
よ
び
暴
力
団
員

と
密
接
に
関
係
の
あ
る
者
◇
市
税

滞
納
者

●
補
助
金
額
　
除
却
工
事
費
の
２
分
の
１

で
、
50
万
円
が
上
限

※
補
助
額
の
１
０
０
０
円
未
満
は
切
り

捨
て

●
申
請
方
法
　
直
接
提
出

※
申
請
前
に
事
前
相
談
が
必
要
で
す
。

大
野
城
市
空
き
家
バ
ン
ク
制
度
を
利
用
し

て
み
ま
せ
ん
か

　
空
き
家
の
売
却
・
活
用
を
希
望
し
て
い

る
人
と
、
空
き
家
を
利
用
し
た
い
と
考
え

て
い
る
人
と
を
つ
な
ぐ
、
大
野
城
市
空
き

家
バ
ン
ク
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

　
空
き
家
バ
ン
ク
を
経
由
し
て
売
却
な
ど

を
す
る
際
は
、
契
約
が
適
正
な
も
の
と

な
っ
て
い
る
か
、
市
と
市
が
協
定
を
結
ん

だ
複
数
の
不
動
産
業
者
で
確
認
す
る
た

め
、
安
心
し
て
取
引
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
相
続
登
記
や
、
残
っ
て
い
る
家
財
の

整
理
も
同
時
に
相
談
で
き
る
の
で
、
売
却

や
活
用
を
検
討
し
て
い
る
人
は
気
軽
に
相

談
し
て
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

生
活
安
全
課

☎（
５
８
０
）１
８
９
７

所
有
す
る
空
き
家
・
空
き
地

適
正
に
管
理
し
て
い
ま
す
か
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